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0．はじめに  

「胎児が、母体外において、生命を保持することのできない時期に、 

付属物を母体外に排出 

の一部を改正する法律1996年施行）でいわれている。この人工妊娠中絶について私が興味を  

持ったのは、以前に、‘‘もし今妊娠したとしたら、私は子を産むことができるのだろうか、それとも中  

絶せざるを得ないのだろうか”と、ふと考えてみたことがあり、そのふとした考えがきっかけで中絶  

について書いてみようかなと思ったのである。今の、大学生という立場で子供を産むかどうかにつ  

いての決定を容易に決めることはできない。もし産むとしたら大学を休学するかやめるかしなくて  

はいけない。たとえ休学したとして、再び大学に戻っても、一体どうやって子供の面倒をみていけ  

ばいいのか。この一人暮らしという現状で‥・（親と一緒に住んでいるのなら、大学へ行っている  

間母親に面倒をみてもらうこともできるのだが）中絶は一概に“いい’’‘‘わるい’’とは言えない。考え  

れば考えるほどどんどん溝にはまっていくような問題である。「産まれる権利か」「産まない権利  

か」、中絶は殺人か、そうではないのか。様々な議論が繰り広げられている。中絶に関して、法律  

では妊娠22過日までは中絶可能であり堕胎罪には問われない。けれどもその決められた週から  

一日でも過ぎて中絶すればそれは堕胎罪となるのである。その境界線の内側にいるときは胎児は  

羊ノとして捉えられ、その外側にいるときは胎児はヒトと捉えられているのであろうか。この境界線  

は事実判断なのであろうが、この線からこつちは生きる権利をもっているが、この線からそっちは  

生きる権利をもっていないというふうにヒトとヒトでないという区別をいとも簡単にしてしまってよいの  

だろうか。もちろんこの境界線についても、中絶を霞める法律上線を引かざるを得なかったという  

ことはよく分かるのだが。まずこの‘‘線引ぎ’について次章からみていくことにする。  

1．線引き問題  

〔1］線引き  

堕胎の道徳的正当性の問題に関して、多くの人々が支持していると思われるのは、受精後、胎  

児がある一定の発達段階に達するまでは堕胎が許され、それ以降は堕胎は許されないという考  

え方である。ではその一定の発達段階というのは具体的にいえばとこなのか。ここからこっちは堕  

胎0．K．でもここからそっちは堕胎NO．という境界線の問題が挙がってくる。これについては、着床  

時、ヒトらしい一定の形態学的構造をもった時点、胎動時（母親が最初に胎動を感じたとき）、生  

存可能性を得た時点（母親からの胎児の独立生存が可能になった時点）、など様々な基準が提  

示されている。これが線引き問題である。殺してよいものと殺してはならないものとを、人と人でな  

いものとして区別している。というよりかは区別するしかないのではないだろうか。例えば、両者が  

並存しているという事実を述べるのならば、‘‘線引き”問題に対して答えを出すことはできないし、  
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また互いに相反する二つのものをもってきて答えを出せと言われれば、それはいくらでも答えを出  

すことができる。というのはこの場合私たちにとって都合のいい方を優先するからである。線を引 

暗も引かない時も、どんな線を引く時も、それは私たちの理由から引かれている。その人を殺して  

はならないと思うのも私たちであり、そうではないと思うのも私たちである。例えば“脳死’’について  

考えてみると、人工呼吸器等を止めることに問題はないと判断するのは私たちであり、さらにその  

臓器を利用するのも私たちであり、そのように利用したいというのも私たちの都合である。他方で、  

脳死は死んでいないから人工呼吸を停止すべきではないと判断するのもやはり私たちである。が  

しかし私たちは利用し、殺す存在でありながら、と同時に利用し、殺すことをためらう存在であると  

いうのは事実である。ではその二者の間のどこかに何か絶対的な境界線が引かれる（引くしかな  

い）としたらそれはどのように引かれるのか。  

［2］同じであること   

境界を設定する場合に、“人と同じであること”という発想が少なからず関係しているといえる。‘‘  

同じこど’が私たちにとって何等かの意味をなしているのだろうか。その“同じこと”というのは、人と  

の距離・関係の近さといったようなものではないだろうか。また他者との位置（例えば娘二父といっ  

たような親子関係）の違いが境界を設定するものに関係している。位置や関係によって判断が異  

なることがあるが、例えばペットを家族とみなしている場合など、その判断はいろいろあってかまわ  

ない。他人の利害や価値観を侵害しない限り、対立は起こらず、許容されることになる。しかし、  

「線引き」が不可避な場合も確かにある。同一の存在の消去の是非を巡って相克が起こり、消去  

の禁止が問題になる場合である。殺す／殺さないことに関する、手を触れる／触れてならないこと  

に関する社会的な決定が余儀ないものとなる時、それはどのように処理されるのだろうか。  

［3］人間／非人閤という境界   

私たちは生きていくために牛、鳥等、様々なものを仕方なく殺す、しかし人は殺してはならない  

範疇だとされる。 

殺すこと査般が認められていない。とすると人であること．自体が特権化されるといえるだろう。快苦  

を基準にすれば、快苦の感覚をもちているだろう生物は救われることになるが、これは殺さない範  

囲をヒト以外に娠張していくというだけでなく、同時に縮小していくものである盲縮小していくとき、  

「ヒト」の一部は除外されてしまうご（例えば植物人間など）それにしても、ともかくこのような説明が  

一定の説得力をもっセいるように思えるのは、ぞれがヒトを特権化することに対する答えとして提出  

されているということである。人間の生命を尊重するのは‘上それが他の種の生物と異なり、例えば  

意識をもつ種だからというのである。  

［4〕はじまりという境界   

人を特権的な存在として認めることから話を進めていく。では、人としての誕生を一体どの時期  

に置けばよいのだろうか。いつから胎児を人として認めるかという問題は、「生命倫理学」の最も大  

きな主題であったといえる。様々な基準を出すことは可能なのだが、絶対的な基準を設定すること  
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はできない。というのは、これは事実判断ではなく価値判断だからである。価値というのは人それ  

ぞれ十人十色である。が、しかし基準を決めなくてはいけない。そこでその基準を巡って、あらゆ  

る議論が論じられてきたのだが、果たして常に一定の基準を決めることが良いことなのだろうか。  

例えば殺人とされる範囲を設定する場合は、社会が社会である限り、不可避なことだとしても、ここ  

でのはじまりという線引き問題に関してはどうであろうか。一義的な決定というのは不可能なので  

はないだろうか。しかし、一義的な決定ができないから各自に任せよというのではない。また、価値  

判断であるから議論しても仕方がないというのでもない。現在では、「人間」を特徴づける属性の  

有無によって判断し、また、因果・連続のなかで徐々にそうした属性を備えていく過程と捉え、そし  

てその属性の設定がいろいろとあって、どの発達段階までくれば十分に私たちと同じであるかとい  

った平面で議論が行われている。また別の議論形式として、判断される存在の属性についてでは  

なく、判断する側の位置を問題にするといったようなものもある。例えば女性の自己決定権という  

のがそれにあたる。身体は私のものである、故に身体については、身体に起こることについては、  

その者に決定権があるというのである。では、つぎの章ではこの‘‘線引ぎ’について】至論的に話を  

進めていこうと思う。  

2．線引き理論  

［1］パーソン論   

まずはじめに‘‘パーソン論”からみていこうと思う。パーソン論とは、人工妊娠中絶や治療停止の  

場面において、生きるに値する人間と値しない人間（人間として生命の尊重に値するか否か）とを  

区別する際に、伝統的な西洋倫理学の人格理論を適用しようとする試みのことである。パーソン  

論の基本的発想は、「生物学的なヒトとしての人間」という概念と、「道徳的主体として生存する権  

利を持ったパ丁ソン」という概念は、その身分が決定的に異なるということである。つまり、中串間  

題に取り組む際にはじめから「胎児は生存する権利を持ったパーソンであるか」という道徳的レベ  

ルの開いを発しなければならないのである。  

［2］トクーリー論   

このパーソン論は、1972年、M・トクーリーの論文『人工妊娠中絶と嬰児殺し』の中ではじめて主  

題的に取り扱われた。パーソン論を駆使して、嬰児殺しまでをも正当かするトクーリーの論法は大  

きな反響をよび、人工妊娠中絶はこのパーソン論の出現をもって＜トクーリー以前＞と＜トクーリ  
ー以後＞に二分されたといっても過言ではない。＜トクーリー以前＞では中絶論争にひとつの暗  

黙の前提があり、それは、ある段階の胎児が生物学的に見て人間と言えるかどうかを決定すること  

によって中絶問題は解決されるというものだった。つまり、胎児の持つ生物学的な諸性質につい  

ての事実判断が中絶問題を解決するキーポイントだったのである。そこでトクーリーはこの暗黙の  

前提そのものを疑問視し、本当に問題となるのは「道徳原理」についての意見の相違であるとし  

た。中絶問題の本質は胎児が生物学的な人間であるか否かという事実判断にあるので特なく、胎  

児を殺すことが許されるか否か、胎児は生存する権利を持っているか否かという道徳鱒判鱒にあ  
るとしたのである。このような視点をとるとき、ある人間が生物学的なホモサピエンスであるという羊  

と、その人間が生存する権利を持ったパーソンであるということは必ずしも両立しない。つまり「胎  
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児や植物状態の患者は、ホモサピエンスであるから従って生存する権利を持っている」とは一般  

的には言えないのである。では胎児はいつパーソンになるのであろうか。トクーリーは「ある有機体  

は、諸経験とその他の心的状態の持続的主体としての自己の概念を持ち、そのような持続的実体  

が自分であると信じているときに限り、生存する重大な権利を持っ」と述べている。つまり、胎児が  

いつ自己の概念を持ち始め、自分がそのような持続的主体であると信じるようになる（自己意識要  

件）かを明らかにすればよいといっているのだが、ではその時期はいつかということに関してはトク  

ーリーはこの時点を明確には示していない。が、しかしつぎのように述べている。胎児だけではな  

く、生まれたばかりの赤ちゃんも持続的自己の概念を持っていないことは完全に明白であり、胎児  

は言うまでもなく生まれたばかりの嬰児もパーソンではなく、従って生存する重大な権利を持って  

いない。よって人工妊娠中絶と嬰児殺しは道徳的に許されるのである、と。トクーリーの具体的な  

パーソン論についてみてみると、パーソン＝生存する権利＝自己意識要件、としているが、これに  

ついて、パーソン＝生存する権利についてはなぜ、人格概念が生存する権利と同定されるのか  

は説明していない。また、生存する権利＝自己意識要件については、ロックの人格概念（「自分自  

身を自分自身として捉えることのできる存在J「異なる時間と場所を通じて持続的継続する存在  

者」）を採用したのである。トクーリーがロックの人格概念のみを採用したということは、トクーリーの  

具体的なパーソン論が非常に狭い人格概念の上に立脚していることをも示している。 

【3〕パーソン論の限界   

しかし、以上に述べたパーソン論には、広く捉えると三つの限界がある。その限界についてみ  

てみると、その1．なぜ＜パーソン＞であることが＜生存する権利＞を持っていることと結び付くの  

かという問題に関してはほとんど説明していない。その2．パーソンの範囲が生物学的ヒトの範囲  

の内側に「不可避的」に設定されてしまうこと、そして自己意識を持っていない人間がパーソンで  

ある可能性について藩論するための「枠組み」をパーソン論が所有していないことである。例えば  

植物状態の人についてだと、「概念思考のできる自己意識」を持っておらず、原初的な「自己意  

識」さえ持らていない（大脳部位の損傷等によって）ので、決してパーソンではなく、従って生存す  

る権利を持っていないことになり、殺してもよいということになる。こういうふうに考えなければならな  

いのは、パーソン概念は、西洋の伝統的人格理論を継承する限り、結局「自己意識」を持ってい  

ることが、パーソンの前提条件だからである。この意味で、自己意識を持たないものはすなわちパ  

ーソンではないのである。その3．トクーリーは「胎児はパーソンではなく生存する権利を持ってい  

ないので殺してもよい」と主張するのに対し、タシュネとセードマンは「胎児が生存する権利を持っ  

ていないという事実は、胎児を殺すことが間違ってはいないということを、正当化しはしない」と主  

張している。つまり、胎児はパーソンではなく、従って生存する権利を持っていないということを認  

めたとしても、それは直ちに「胎児を殺してもよい」ということを導きはしないということである。  

［4］エンゲルハート論   

パーソン論の原理を継承し、パーソンの概念に「自己意識」「錘性」「社会的相互関係」「役割」  

など、西洋倫理学の人格理論で議論される主要な要素をバランスよく・とりいれている。そして、パ 

－ソンという概念をさらに二種類に分類する。それは、「厳密な意味でのパーソン」、つまり、 

意識を持ち、かつ理性的な行為者、と、「社会的概念あるいは役割としてのパーソン」である。後 

者は例えば、幼児などは厳密な意味でのパーソンではないが、母子関係などによって最′j、限の  
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社会的相互関係に参入可能であるので、この社会的概念としてのパーソンに属する。つまり、「厳  

密な意味でのパーソン」の効用の増加に寄与するか否かによって判断され、決定される。（厳密な  

意味でのパーソンの利益に貢献する限り纏いて、あたかも厳密な意味でのパ－ソンセあるかの  

ように扱う）そして、上で挙げたものにあてはまらないものを「非パーソン」とし、自己意識と理性と  

を備えた「厳密な意味でのパーソン」のグループが、他の二つのグループを管理しているとした。  

が、しかし、トクーリーが見落とした点、なぜ人格概念が生存する権利と同定されるのかという点に  

ついては一切説明していない。エンゲルハートの考えは、パーソン論の本質点とは無関係だが、  

厳しく批判しなければならない点がある。それは、批判その1：「狭い功利主義的発想」である。パ  

ーソンを「厳密な意味でのパーソン」と「社会的概念としてのパーソン」と分類することは仮に認め  

たとしても、それは、「社会的概念としてのパーソン」を「厳密な意味でのパーソン」の利益を増加  

させるための手段として使用してもよい、ということをいっているのではない。批判その2：「厳密な  

意味でのパーソン」が他の二つのグループを管理するという「管理主義的発想Jをするのなら次の  

三つの問いに明確に答えなくてはいけない。（1），「厳密な意味でのパーソン」と「社会的概念として  

のパーソンjを区別する具体的基準は何？（2）．（1）の基準によって「厳密な意味でのパーソン」の  
ヽ  

グループに入る資格を得る（失う）のは具体的に誰？（3）．（1）の基準を作成するのは誰？※その  

一つの候補としてIQがあるとされるのだが、IQだけで決めてしまうのは道徳的とは言えないだろ  

う。  

［5］プチェティ論   

パーソンを「それ自身の時間・空間的歴史を備えた特定の有機体」として捉える方法と「パーソ  

ンが経験してきた意識経験の全行呈」として捉える方法とを分けて考え、前者を迷信とし、後者の  

考えを採用した。それは意識経験が存在する者のみがパーソンなのだから、意識経験の基盤とな  

る大脳皮質の機能及び他の若干の諸条件が満たされる出産後に人間はパ⊥ソンとなり、大脳皮  

質が完全に破壊される状態（例、植物状態）に陥ったときパーソンではなくなる。  

トク ーリ ー  

プチェッテイ  

エンゲルハート  

by［森岡正博1987］   

以上に挙げてきたパーソン論は、「パーソンの原理」は評価するに催するが、「具体的なパーソ  
ン論を素直に、はい、そうですか、というふうに受入れるわけにはいかない○というの軋先にも述  
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べたようにパ∵ソン論l；は隈界があり、様々な難点を持っていて、誕生や死の場面で、ある存在  

者を殺す、あるいは死なせるという場合に、伝統的西洋の人格理論を性急に適用してそれを解決  

しようとする試みが無謀だからである。このことはまた、倫理的な具体的極限状況に対して、解決  

策を与えることができない伝統的西洋の人格理論の脆弱さをも表わしている。そこで、人格理論  

ではなく、他者理論を用いてことを解決の方向へともっていこうとしたのがソロモンである。   

［6］ソロモン論   

パーソン論を批判し、胎児に元来備わっている価値を想定するのではなく、自己意識や個人の  

価値は、社会的なネットワークの内部（胎児と胎児を取り巻く人々との関係性）においてのみ重要  

なものとなるという事実に注目せよとしている。つまり、私一他者の関係性に注目せよといっている  

のである。r私」に生じることと、「他者」に生じることは根本的に質が違い、お互いに交換不可能で  

あるという点で、それは独特の「非対称性」を持つ。つまり、他人を普遍的で客観的な価値を内包  

するパーソンとしてではなく、まさに「私」では決してあり得ない「他者」、私が究極的には知ること  

ができずそれ故に私が真に思いやるべき「他者」とみなすことを要求するのである。また、ある他  

者の、「私」に対する現われ方と、別の誰かに対する現われ方がすべての諸点において根本的に  

異なり得るという点で、私一他者の関係性は根本的な「代替不可能性」を持つ。これは、あるとき  

あるものが私にとって他者であるという、代替不可能で、個別的な一回性の事実に、倫理を基礎  

付けるということを意味しているのである。このような立場をとるとき、どんなに上手に理論構築して  

もそのぎりぎりのところでは客観妥当性は排除されてしまうことにまるのである。   

以上様々な理論学者の意見を挙げてきたが、これが正しいと絶対的に言えるものはもちろんな  

い。特に、トウヤリーの“胎児はいうまでもなく、生まれたばかりの嬰児も自己意識を持っていない  

からパーソンではないと考える”といぅ意見には非常に驚かされた。しかしトクーリ「のその考えが  

従来の人工妊娠中絶に対する考え方に大きな影響を与えたのは事実である。  

3．別の見方から一葛藤論－   

現代の生殖技術（人工妊娠中絶等）は胎児に介入㌧ているだけでなく「女性」の身体にも介入  

している。その女性という見方から中絶について考えるとする立場をここでは紹介しようと思う。葛  

藤論というのがそれにあたり、葛藤論とは、女性の自己決定権さえ認めれば（胎児は母体の一部  

であると考えられるから）堕胎が正当化されるとする立場も、胎児の生命権さえ認めれば堕胎の一  

般的禁止が正当化されるとする立場もともに斥せ、堕胎の道徳性の問題を、女性の自己決定権と  

胎児の生命権との間の「道徳的葛藤」として捉えるところにある。女性の自己決定権が胎児の生  

・命権によって限界づけられる可能性も承認している。胎児の生命権の限界により堕胎が正当化さ  

れるのは具体的にどのような場合かと尋ねられれば、それは解を出し難いが、少なくとも母体の生  

命権と強姦は正当化理由になるだろう。しかし、男女の産み分けやダウン症（生まれてくる子の不  

幸？）だと分かった時点での選択的堕胎は、女性の自己決定権によっても正当化できないので  

はないか。葛藤論と線引き論との決定的な違い．は、“線引き論”は「線引き」をもって問題の解決を  

はかろうとする。つまり、胎児の発達段階が「線」の外側にあるか内側にあるかで堕胎の可否を決  
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定するということであり、．いったん胤の内側に入った胎児に対し七は堕胎はも濾や誌当化稗∴  
丁ニ・・† 能であるという前提の下に、人間の発生過程を堕胎が自由な段階と堕胎不能な段階とに道徳的 ‥  
に二分劃しようとするのである。これに対し葛藤論とは、堕胎の判疲基準としてめ線引■きを否定 
■ニも’一 し、線の内側の存在者の間の権利衝突にこそ解明ざれるべき問題の本質を見るのセあるこちま 
り、線の中側にいる胎児の生命権が私たちの配慮を正当に要求はできるが独占はできないという  

権利である。堕胎の正当化可能性にとって決定的な問題は、線引き論にとづては“いっ’iである  

が、葛藤論にとっては“なぜ，，である。堕胎の時期ではなくこ堕胎め理由が胎児生ゐ権を制約しう  

るだけの道徳的責任を十分にもった上で考慮されているか否かか、葛藤論にとって本質的意義  

を持つのである。人間の発生過程を道徳的に二分劃する線引きを否定する葛藤論も発生過 

起点で線を引いているのはその通りだが、それは線引き諭の分割線と異なった意味をもつのであ  

る。葛藤論の起点線は堕胎をめぐる道徳的葛藤問題が成立する起点を同属するものであり、線  

引きの後に「なぜ」という様々な堕胎理由の正当性吟味の閉居が提起される。これに対し線引き  

論の分割線は問題を裁断するものであり、・「いつ」がそれによって指定された後は、堕胎理由の吟  

味なしに堕胎の可否が欽定されてしまう。葛藤論の起点線が人間の道徳生活の複雑性と多義性  

を認知し包摂する線であるのに対し、線引き論の分割線はかかる複雑性と多義性を排除する線  

である。したがって、葛藤論の起点線は発生過程の起点に移された線引き論の分割線ではない。  

「胎児の殺害を正当化するためには論拠が必要である」と葛藤論が主張するのは、胎児が人間、  

すなわち、私たちとの間に道徳的葛藤を生じさせうる生命権の主俸であることを前提とするからで  

ある。  

4．おわりに   

生命がいっから始まるか（胎児はいつからパーソンと呼べるようになるのか）という問題をめぐっ  

て、科学的にはどうか、価値判断ではどうかと、多くの押し問答が続いてきた。人それぞれ考え方  
というのは本当に違っているが、それぞれの考え方について納得いかないわけでもない。しかし  

私はトクーリーの意見を支持しようとは思わない。私は生命は受精した瞬間から始まると考えたい  

が、それでもなお、望まない出産を母親に強制するよりは、産まれる前の子を殺すことを選択でき  

る制度を支持する。以前では、中絶が許されない国々では、自国での中絶が不可能だから、別の  

国へ行って中絶手術を受けたりした。お金持ちの人はそういうことができたが、貧しい人は外国へ  

行く余裕なんかなかった。そのため“やみ堕胎，，が多発し、きちんとした手術でなかったため、母親  

を死に追いやることも珍しいことではなかった。現在ではほとんど全ての国（地域）で中絶が認めら  

れているが中絶制度は“やみ堕胎”をなくすためにも必要だと思う。現在ではその中縫可能範囲  

について実に多様な意見が繰り広げられていて、法律で中絶可能とされる範囲は科学的基準年  
よって決められているが、では、道徳的にみてみると、科学的基準と同じというふうにはいかない。  

道徳的見方からの線引きについてはそもそもなぜ、線を引かなければならないのか。そもそも線  

引きが可能であるのかという疑問が頭の中によぎる。線引きについて胎児の発生過程のどこかに  

線を引くものは、自らに課された責任の重さを自覚するとともに、線の外側に置かれた存在がいか  

なる道徳的地位も有していないという断定が、安逸な自己欺瞞への逃避ではないかを常に自問  

すべきである。また線引き問題が、堕胎の道徳性の問題にとって決定的であるかどうか、線引きの  

－21＿   



可能性・．不可能性に併存しない仕方で堕胎問題を考察する可能性がないかどうか検討される必  

要がある。   

どうしても犠牲を出すことが避けられないような現代の社会で臥「誰を犠牲にするか」ということ  

はあまり問題にならず、むすろ、「どのように犠牲にするか」ということの方が問題になっているので  

はない申ゝ。例えば、ダウン症と判明された新生児の命の選択に迫られた場合がそれに当てはま  

る。新生児の生命を選び取るのは、古くは「間引き」として行われていた。今日では「間引きjは刑  

法で禁じられてい冬が、一方で新生児医療の発達が、手術を施しても延命効果がほとんどない新  

生塀や、延命できても将来重＿い障害を残すと推測される新生児に、積極的な治療を行うべきか否  

か、という問題を新和こ提起している。新生児本人の利益を第一に考えているものの、その時点  

で判断した結果が果たしてそれでよかったかどうかということは後々になってみないことには分か  

らない。仮にある瞬間の経験をその時点で好ましいと思ったとしても、、後になってその瞬間が嫌  

悪の対象になることもあるし、逆にその時点では嫌悪の対象でしかない経験も、後から振り返ると  

好ましく思えることもある。したがって、一生を通じた最終的な差し引きは瞬間的だけによって判断  

することはできない。障害をもった新生児（新生児だけに限られないが）の不幸平な生存闘争を避  

けるためには、公平な“犠牲者を決めるくじ引きカをはじめなければならない。（例えば、一人の障  

害者、十人の老人ヾ二十人の子供、百人の健常な若者のなかでの公平なくじ引き）それは自分だ  

けの生き残りを図るような血みどろの世界ではなく、同意に基づき礼を尽くして犠牲が払われる世  
界である。‘‘公平な犠牲者を決めるくじ引き”について英国の哲学者ジョン・ハリスの論文（H釘is，  

1975）の中で「サバイバル・ロッタリー」という語が用いられている。ハリスはまた、膀器不足を解消  

するために全国民の中からくじ引きで臓器提供者を選び出すという空想的な制度を創案し、これ  

に倫理学的な検討を加えているのである。医療の発達にともない私たちの考え方も以前と随分と  

変わってきたのではないか。これからの人々の考え方というものが中絶の意義までもを変えてしま  

うだろう。  
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